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○東北町木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱 

令和７年５月７日 

告示第７８号 

東北町木造住宅耐震改修支援事業補助費金交付要綱（令和３年東北町告示

第６５号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内の施工業者を利用し木造住宅の所有者が行う耐震

改修工事の経費に対して、東北町木造住宅耐震改修支援事業費補助金（以

下「補助金」という。）を交付するものとし、住宅の耐震改修を促進する

とともに住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって災害に強いまち

づくりに資することを目的とする。 

その交付については、東北町補助金等交付規則（平成１７年東北町規則

第５０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 耐震診断 住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。 

(２) 耐震改修 耐震診断により上部構造評点が１．０未満と診断された

住宅について、当該評点が１．０以上となるように行う補強等（青森県

木造住宅耐震改修シート（平成２７年３月策定）によるものに限る。）

のことをいう。 

(３) 耐震技術者 青森県が作成する青森県木造住宅耐震診断員名簿に記

載された者をいう。 

(４) 耐震改修計画 前２号に規定する補強等を行う工事及び補強等に伴

い係るものをいう。 

(５) 耐震改修工事 前２号に規定する補助等を行う工事及び補強等に伴

い影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者の設計及び工事監理に

係るものをいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）

は、東北町内に存し、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

(１) 平成１２年５月３１日以前に建築された住宅であること。 

(２) 一戸建て専用住宅又は併用住宅（延べ面積の２分の１以上を住宅の

用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が５０m２以下であ

るものに限る。）で地上階数が２以下であること。 
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(３) 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であるこ

と。 

(４) 現に所有かつ居住の用に供していること。 

(５) 耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満と診断されたもの 

２ この要綱にもとづく補助対象住宅に対する補助は、当該住宅１回限りと

する。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の全てに該当する者とする。 

(１) 東北町の住民基本台帳に記録されている者 

(２) 東北町内に補助対象住宅を所有し、かつ、当該補助対象住宅に現に

居住する者 

(３) 世帯構成員に町税等の滞納等がないこと。 

（補助対象工事） 

第５条 補助の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、耐震

技術者が耐震改修計画を作成し、かつ、工事監理を行う耐震改修工事とす

る。ただし、次に掲げる工事は補助対象工事としない。 

(１) 補助金の交付決定前に着手した工事 

(２) 新築工事に併せて行う工事 

(３) 町、県及び国の他の制度に基づく補助金等の交付金を受けた工事又

は受ける予定の工事 

（補助金対象経費及び補助金の額） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、耐震改修に要する工事費、設計費、工事監理費、耐震改修審査委員会

審査手数料、リフォーム瑕疵担保責任保険及び現場検査料とし、補助金の

額は、次に掲げる額とする。 

補助対象経費に１００分の２３を乗じて得た額又は１，１７２，０００

円のいずれか低い額（その額に１，０００円未満の端数が生じた場合はそ

の端数を切り捨てた額） 

（施工業者） 

第７条 補助対象工事に係る施工業者は、東北町内に本社又は支店を有す法

人又は町内に住所を有する個人事業者とする。 

２ 施工業者は、第三者に対し、工事の全部の施工を委託し、又は請け負わ

せてはならない。 

３ 施工業者は、適切かつ適法に工事を行わなければならない。 

（交付申請） 
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第８条 補助対象者は、東北町木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付申請

書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければな

らない。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(１) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等本人確認ができる

書類の写し 

(２) 補助対象住宅の所有者が複数居る場合にあっては、改修工事同意書

（様式第２号） 

(３) 代理申請の場合にあっては、委任状（様式第３号） 

(４) 各種公的支給及び補助申請に関する申請書（様式第４号） 

(５) 耐震診断結果報告書の写し 

(６) 青森県木造住宅耐震改修マニュアルによる青森県木造住宅耐震補強

シート（以下「耐震補強シート」という。） 

(７) 固定資産税納税通知書及び固定資産税課税証明書又は建物登記全部

事項証明書の写し等住宅の所有者を確認できる書類 

(８) 納税証明書の写し 

(９) 工事見積書（内訳明細の付いたものに限る） 

(１０) 案内図、配置図、平面図等工事概要が分かる図面 

(１１) その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書

類を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金の可否を決定するの

もとし、補助金を交付することを決定した場合にあっては、東北町木造住

宅耐震改修支援事業費補助金交付決定通知書（様式第５号）により、補助

金を交付しないことを決定した場合にあっては、東北町木造住宅耐震改修

支援事業費補助金不交付決定通知書（様式第６号）により、当該申請者に

通知するものとする。 

（交付の条件） 

第１０条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、

規則第５条の規定により付された条件とする。 

(１) 補助対象経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合又支援事業

を中止し、又は廃止する場合において、事業変更（中止・廃止）承認申

請書（様式第７号）関係書類を添えて町長に提出し、その承諾を受ける

こと。 

(２) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

な場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。 
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（申請の取下げ） 

第１１条 規則第７条の規定により申請の取下げをする場合は、東北町木造

住宅耐震改修支援事業申請取下げ書（様式第８号）により、速やかに町長

に提出しなければならない。 

（状況報告及び実地調査） 

第１２条 町長は、補助対象工事の適正を期すため、補助金の交付決定後、

必要があると認めるときは、補助対象工事の進捗状況に関し、第９条の補

助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）施工業

者に報告を求め、又は実施調査を行うことがある。 

２ 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、

速やかに東北町木造住宅耐震改修支援事業遂行状況報告書（様式第９号）

を町長に提出しなければならない。 

（実績報告書） 

第１３条 補助事業者は、現場確認又は保険法人の検査を受けた後に、東北

町木造住宅耐震改修支援事業費補助金完了実績報告書（様式第１０号）に

次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(１) 工事請負契約書の写し 

(２) 工事代金領収書又は請求書の写し 

(３) 工事写真（耐震改修に係る工事の部分又は部位ごとに着工前、施工

中及び完成の状況を撮影したもの） 

(４) 耐震改修計画のとおりに耐震改修工事を行ったことを耐震技術者の

証した書類 

２ 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

３ 前項に規定する提出期限は、補助事業が完了した日から起算して３０日

を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の２月２８日のいず

れか早い日とする。 

（補助金の額の確定） 

第１４条 町長は、前条の実績報告書等の提出を受けたときは、当該実績報

告書等の書類の審査等により交付すべき補助金の額を確定し、東北町木造

住宅耐震改修支援事業費補助金交付確定通知書（様式第１１号）により当

該補助事業者に通知するものとする。 

２ 町長は、前条の規定による実績報告について、実地調査を行うものとし、

必要があると認めるときは、補助事業者、施工業者等に報告を求めること

ができる。 

３ 町長は、前項の規定による実地調査の結果、補助対象工事の実績が補助

金交付決定の内容及びこれに対した条件に適合しないと認めるときは、必
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要な措置を講ずるように補助事業者に指示するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１５条 補助金の請求は、前条の通知を受けた後において、東北町木造住

宅耐震改修支援事業費補助金請求書（様式第１２号）を町長に提出して行

うものとする。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか施行に関して必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年６月１日から施行する。 
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様式第１号（第８条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１１条関係） 

様式第９号（第１２条関係） 

様式第１０号（第１３条関係） 

様式第１１号（第１４条関係） 

様式第１２号（第１５条関係） 

 


